
二
　
近
世
中
期
、
紅
花
の
上
方
出
荷
と
京
都
市
場

　

京
都
紅
花
問
屋
仲
間
一
四
軒
は
、
享
保
二
〇
年
（
一
七
三
五
）

四
月
幕
府
京
都
町
奉
行
所
に
よ
っ
て
株
が
公
認
さ
れ
、
明
和
二
年

（
一
七
六
五
）
四
月
幕
府
勘
定
奉
行
所
に
解
散
を
命
じ
ら
れ
た（

（
（

。

そ
の
間
、
問
屋
仲
間
は
荷
主
か
ら
の
紅
花
受
け
入
れ
の
権
利
お
よ

び
最
終
消
費
者
で
あ
る
紅
屋
へ
の
売
り
渡
し
の
権
利
を
制
度
的
に

独
占
し
た
。
本
章
で
は
、
京
都
紅
花
問
屋
一
四
軒
に
よ
る
紅
花
流

通
の
特
権
的
商
業
活
動
体
制
下
に
お
か
れ
た
遠
隔
地
荷
主
が
如
何

な
る
取
引
活
動
を
展
開
し
た
の
か
、
そ
の
特
質
を
産
地
荷
主
の
利

益
の
視
点
か
ら
、
荷
主
経
営
史
料
と
訴
願
運
動
史
料
を
も
と
に
検

討
す
る
。
ち
な
み
に
、
中
期
の
京
都
紅
花
市
場
に
お
け
る
取
引
実

態
は
訴
願
運
動
関
係
史
料
か
ら
論
じ
ら
れ
、
経
営
実
態
か
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た（

（
（

。
検
討
事
例
の
會
田
家
は
中

期
村
山
郡
に
お
け
る
大
量
出
荷
を
お
こ
な
っ
て
い
た
有
力
荷
主
の

一
人
で
あ
る（

（
（

。

（
一
）
京
都
紅
花
問
屋
仲
間
公
認
前
後
の
紅
花
取
引

１　
元
文
期
初
頭
の
上
方
出
荷

　

會
田
家
の
紅
花
出
荷
状
況
を
、
元
文
元
年
（
一
七
三
六
）
辰
の

「
辰
紅
花
為
登
扣
」（
史
料
１
）
か
ら
見
て
み
る
。

　

【
史
料
１
】（
註
：
Ｇ
文
字
は
当
初
筆
、
そ
の
他
は
後
筆
）

　
　
　
　
　
（
元
文
元
年
辰
紅
花
）
為
登
扣　

　
　
　
　
弐
十
壱
両
壱
分
宛
大
津
着

　

印�

紅
花
八
駄　
残
り
三
駄
有　

　
　
　
送
り
手
板
弐
枚
ニ
而
運
ち
ん
金
四
両
大
石
田
ゟ
相
添

�

七
月
三
日
出
シ　

　
　

内　

�
五
駄
大
津
蔵
入
、
弐
貫
七
百
匁
売
弐
駄
、
弐
貫
六
百
匁
売
三
駄

　
　
　
　

三
駄
小
西
八
郎
右
衛
門
殿
、
巳
七
月
切
弐
貫
六
百
匁

近
世
中
期
に
お
け
る
紅
花
荷
主
の
経
営
構
造
と
上
方
取
引
（
二
）

　
　
　
　
―
出
羽
国
村
山
郡
山
形
城
下
町
近
郊
の
會
田
家
を
事
例
と
し
て
―

森
　
谷
　
圓
　
人

－（8－



　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
弐
拾
七
両
上
り

　
　
　

　
　
弐
拾
弐
袋
入
弐
箇　
弐
駄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弐
拾
壱
袋
入
四
箇

　
　
　
　
　
　
　

極
月
切
三
貫
弐
百
五
拾
匁
売
、
弐
駄
共
ニ

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
七
月
十
一
日
出
シ
手
板
壱
枚

　
　

〆
拾
弐
駄　
　
上
乗
平
右
衛
門
持

　
　
　
　
　
　

小
西
八
郎
右
衛
門
殿　
江

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

七
月
十
一
日
出
シ
手
板
壱
枚

　
　

〆
四
駄　
　
　
　
上
乗
平
右
衛
門
持　
　

大
津
分
蔵
入

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

辰
極
月
切
、
紅
花
拾
駄
分
売
付
仕
切

　
　

〆
文
銀
弐
拾
七
貫
五
百
五
拾
匁

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　

巳
（
元
文
二
年
）
七
月
切
、
紅
花
拾
五
駄
ト
拾
六
袋

　
　

〆
四
拾
壱
貫
四
百
拾
匁　
巳
五
月
廿
日
仕
切
表

　
　

此
手
取
金
文
六
百
拾
七
両
壱
分
・
銀
八
匁
廿
分
六
厘

�

西
川
長
三
郎
請
取　

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

�

辰
紅
花
為
登
弐
拾
六
駄
、
両
立
売
仕
切
代
金
指
引
而
古
金
八

拾
両
利
有
、
巳
五
且
廿
日
迄
仕
切

　

紅
花
二
六
駄
は
、
六
月
下
旬
か
ら
七
月
に
か
け
て
荷
主
の
「
送

手
板
」
に
添
運
賃
を
付
け
て
、
最
上
川
水
運
大
石
田
河
岸
か
ら
敦

賀
経
由
で
近
江
大
津
に
出
荷
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
七
月
十
一
日
出

荷
の
分
に
は
會
田
家
か
ら
派
遣
さ
れ
た
平
右
衛
門
が
上
乗
り
と
し

て
乗
り
込
ん
で
い
る
。
平
右
衛
門
は
海
上
で
の
積
み
荷
の
監
視
と

陸
路
で
の
帰
路
の
際
に
紅
花
の
売
付
代
金
の
一
部
を
持
参
し
た
だ

け
で
、
売
付
交
渉
に
は
何
ら
関
わ
っ
て
い
な
い
。

　

出
荷
紅
花
の
一
部
は
會
田
家
の
上
方
取
引
全
般
の
売
付
・
清
算

業
務
に
関
わ
っ
て
い
る
仲
介
・
仲
間
商
人
の
近
江
大
津
八
幡
商
人

の
西
川
屋
集
団
親
方
西
川
久
左
衛
門
の
蔵
に
一
旦
保
管
さ
れ
た
。

ま
た
、
す
ぐ
に
売
付
の
対
象
と
な
っ
た
紅
花
は
蔵
入
れ
せ
ず
京
都

の
売
付
仲
介
商
人
小
西
八
郎
右
衛
門
の
も
と
に
直
接
送
ら
れ
た
。

花
仕
入
金
と
出
荷
に
要
し
た
諸
経
費
な
ど
売
付
前
の
総
額（
原
価
）

を
一
駄
当
た
り
で
示
し
た
「
着
直
」
表
示
は
、
通
常
は
京
都
着
時

点
で
の
表
示
で
あ
る
が
、
會
田
家
は
紅
花
売
付
の
拠
点
を
大
津
と

し
て
い
た
た
め
に
、
最
初
か
ら
京
都
行
き
の
紅
花
で
も
す
べ
て

「
大
津
着
」
と
地
名
を
入
れ
て
表
示
し
て
い
る
。
出
荷
し
た
紅
花

を
京
都
紅
花
問
屋
へ
直
接
に
渡
さ
ず
、
京
都
市
場
の
相
場
動
向
を

知
る
仲
介
商
人
を
通
し
て
売
付
を
お
こ
な
い
利
益
を
確
保
し
よ
う

と
す
る
荷
主
の
姿
勢
が
窺
え
る
。

　

紅
花
二
五
駄
一
六
袋
の
売
付
代
金
を
見
て
み
る
。
出
荷
は
七
月
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が
主
で
あ
っ
た
が
、
決
済
は
出
荷
年
の
十
二
月
と
翌
年
の
七
月
で
、

「
売
付
仕
切
」
で
は
「
文
銀
弐
拾
七
貫
五
百
五
拾
匁
」・「
四
拾
壱

貫
四
百
拾
匁
」
の
計
六
八
貫
九
六
匁
と
な
っ
た
。「
売
付
仕
切
」

を
出
し
た
の
は
売
付
仲
介
商
人
小
西
八
郎
右
衛
門
で
、
會
田
家
の

手
取
金
は
文
金
で
六
一
七
両
一
分
と
銀
八
匁
二
〇
分
六
厘
と
な
り
、

會
田
家
の
上
方
取
引
の
清
算
業
務
を
お
こ
な
っ
て
い
た
西
川
屋
が

受
け
取
っ
た
。
売
付
仕
切
記
載
の
代
金
が
、
ど
の
よ
う
な
指
引
を

し
て
手
取
金
の
金
額
が
算
出
さ
れ
た
の
か
は
史
料
的
に
は
わ
か
ら

な
い
。
こ
の
点
は
、
後
で
再
度
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
會
田
家
の

最
終
損
益
計
算
で
は
、
両
立
売
り
で
算
出
し
て
古
金
八
〇
両
の
利

益
を
得
て
い
る
。

２　
元
文
期
初
頭
の
売
付
取
引

　

會
田
家
史
料
で
京
都
で
の
売
付
状
況
を
具
体
的
に
知
り
う
る
の

は
元
文
二
年
出
荷
の
紅
花
か
ら
で
あ
る
。
同
年
は
會
田
家
が
出
荷

紅
花
の
最
終
損
益
計
算
で
「
巳
年
（
元
文
二
）
登
り
高
都
合
弐
拾

八
駄
片
馬
但
ち
り
共
ニ
、
此
代
古
金
六
百
拾
五
両
着
直
段
、
此
売

古
金
八
百
弐
拾
両
ト
相
見
、
指
引
而
古
弐
百
五
両
利
有
」
と
、
出

荷
紅
花
二
八
駄
片
馬
と
そ
の
出
荷
諸
経
費
を
合
算
し
た
総
額
古
金

六
一
五
両
に
対
し
て
、
売
付
総
額
が
古
金
八
二
〇
両
と
な
り
、
差

引
で
利
益
が
二
〇
五
両
と
い
う
大
き
な
利
益
を
あ
げ
た
年
で
あ
る
。

　

表
１
は
同
年
の
出
荷
と
売
付
状
況
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

荷
印
別
に
売
付
状
況
の
基
本
が
記
載
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
紅
花
問
屋
へ

の
売
付
方
式
に
は
、「
現
金
売
」
と
「
延
売
」
の
二
つ
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
方
式
が
通
常
の
取
引
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
は
元
文
五

年
の
取
引
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
商
人
荷
主
の
京
都
奉
行
所
へ
の
訴

願
で
も
当
事
者
双
方
が
認
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
紅
花
問
屋
へ
の

「
売
付
」
と
い
う
表
現
は
、
紅
花
問
屋
の
流
通
過
程
に
お
け
る
性

格
か
ら
見
れ
ば
一
部
正
確
さ
を
欠
く
が
、
最
終
買
付
者
で
あ
る
紅

屋
へ
の
売
り
渡
し
を
問
屋
が
独
占
し
て
い
る
実
態
か
ら
荷
主
が
紅

花
問
屋
を
取
引
上
の
直
接
的
な
買
付
者
で
あ
る
と
認
識
せ
ざ
る
を

得
な
い
実
情
に
あ
る
。
そ
の
た
め
荷
主
會
田
家
経
営
史
料
で
も
実

情
に
即
し
た
記
載
と
な
っ
て
い
る
。
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
詳

し
く
は
次
節
で
検
討
す
る
。
売
付
惣
駄
数
の
う
ち
の
三
割
を
占
め

る
「
現
金
売
」
は
紅
花
現
物
渡
し
と
代
金
受
取
り
が
同
時
に
行
わ

れ
、
問
屋
は
「
分
引
・
口
銭
引
」
と
い
う
売
付
仲
介
の
手
数
料
だ

け
を
取
得
す
る
形
態
す
な
わ
ち
荷
受
問
屋
形
態
で
あ
る
。
紅
花
代

金
の
仕
切
も
金
立
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
荷
主
は
ど

の
問
屋
か
は
問
題
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
延
売
」

は
通
常
は
新
紅
花
取
り
扱
い
が
始
ま
る
直
前
の
翌
年
五
月
ま
で
に

は
荷
主
に
銀
立
で
代
金
支
払
い
が
行
わ
れ
る
と
い
う
形
態
で
あ
る
。

売
付
先
問
屋
は
享
保
二
〇
年
公
認
の
問
屋
で
あ
る
。
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荷印 数量 着値（１駄） 替　値（１駄） 売付方式、
売付先問屋 決済 惣代金 運　賃

土与
印 ４駄 大津着直

古金２１両 文金５０両替 松任屋増之助 極月切 文金２００両 古金
１両３分

土与
印 ４駄

１駄３貫１００匁替 松任屋増之助 午４月
晦日切

１駄 現金売 １７両３分
５匁２分

２駄片馬 現金売 １２０両

上た
印 ２駄

１駄３貫５３０匁替 松任屋増之助 極月切

古金
２両１分

１駄３貫３５０匁替 池田屋幸助 極月切

た
印 １駄 ３貫６５０匁替 池田屋幸助 極月切

上 印 ２駄 大津着古
金２０両８匁 ２貫７５０匁替 池田屋幸助 極月切 ５貫５００匁

上 印 ５駄
大津着直
古金
２０両８匁

２駄片馬（ママ）
２貫８００匁替 若山屋勘右衛門 極月切 ７貫匁

古金
２両１分

１駄２貫８００匁替 若山屋喜右衛門 極月切

１駄２貫８００匁替 松任屋増之助 極月切

１駄 現金売 ４７両３分
９匁２分

上 印 ４駄
大津着直
古金
２０両８匁

１駄 現金売 ４３両

２両２分

３駄 現金売 １２６両

土与
印 片馬 片馬 現金売 ２１両

上ちり
印 片馬 片馬 現金売 １０両３分

１１匁

久 印 ３駄
古金
２０両２分
８匁着

１駄３貫匁替 紙屋勘兵衛 極月切 ３貫匁

２両３分

２駄２貫８００匁替 紙屋勘兵衛 極月切 ５貫６００匁

仙 印 １駄
片馬１２袋

古金
３５両着 ４貫７０匁替 松任屋増之助 極月切 ６貫８６８匁

１分

雨 印 １駄 古３７両
２分着 ４貫３００匁替 紙屋勘兵衛 午３月

晦日切

註①�典拠：元文２年巳記載　ア「巳七月為登紅花扣」、イ「右紅花売付」、ウ「巳十一月現金売指引」、エ「巳年紅花登
り高」。空欄は史料で無記載を示す。

　②�「巳年登り高、都合２８駄片馬但ちり共ニ、此代古金６１５両着直段、此売付古金８２０両ト相見、指引而古２０５両利有」。
　③「右紅花（問屋）売付」〆２０駄、文２００両、５１貫３０９匁５分此金７９６両３分５匁４分、〆文９９６両３分。
　④「巳十一月現金売指引」〆８駄片馬　御文金３６８両２分１６匁２分。

表１　元文２年巳７月會田家上方出荷紅花
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３　
売
付
仲
介
商
人
の
機
能
と
交
代

（
１
）
問
屋
仲
間
公
認
前
か
ら
の
仲
介
商
人
小
西
八
郎
右
衛
門

　

問
屋
仲
間
公
認
前
の
享
保
一
二
年
（
一
七
二
七
）
に
京
都
商
人

小
西
八
郎
右
衛
門
が
荷
主
會
田
家
宛
に
出
し
た
銀
立
「
紅
花
売
付

状
」
に
よ
れ
ば
、「
右
之
通
段
々
（
八
月
中
）
売
付
置
申
候
、
左

様
御
心
得
被
成
可
被
下
候
、
代
金
之
儀
御
指
図
次
第
御
渡
シ
可
申

候
」
と
紅
花
八
駄
の
京
都
で
の
売
付
を
担
っ
て
い
た
。
ま
た
享
保

二
〇
年
卯
分
の
指
引
記
録
「
京
都
小
西
八
郎
右
衛
門
殿
方
」
に
よ

る
と
紅
花
一
五
駄
一
九
袋
の
売
付
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
の
時
、

小
西
は
売
付
代
金
「
金
四
拾
七
両
壱
分
、
銀
弐
拾
六
貫
五
百
拾
七

匁
三
分
七
厘　

弐
口
金
ニ
直
〆
四
百
三
十
三
両
ニ
成
ル
」
と
、
金

立
総
代
金
四
三
三
両
の
一
部
を
為
替
や
現
金
「
下
り
金
」
方
式
で

山
形
の
會
田
家
に
送
金
し
、
残
金
の
一
八
六
両
余
は
「
指
引
残
而

辰
三
月
廿
日
仕
切
共
ニ
西
川
源
助
方
受
取
」
と
翌
年
辰
三
月
に
西

川
屋
集
団
京
都
出
店
西
川
源
助
に
仕
切
と
共
に
渡
し
て
い
る
。
小

西
の
売
付
行
為
に
対
す
る
會
田
家
の
対
価
は
「
辰
極
月
切
古
金
弐

拾
五
両　

京
都
小
西
歩
割
金
」
の
記
載
と
あ
る
か
ら
、
売
付
代
金

高
に
応
じ
た
歩
合
制
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
、
歩

合
金
が
二
五
両
で
売
付
総
代
金
の
約
五
・
八
％
弱
と
高
割
合
で

あ
っ
た
。
小
西
は
紅
花
問
屋
仲
間
公
認
前
か
ら
會
田
家
の
京
都
紅

花
問
屋
へ
の
売
付
を
委
託
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
仲
介
料
も
公
認
後

の
売
買
上
の
問
屋
取
分
を
上
回
っ
て
い
た
。
但
し
最
終
的
な
清
算

は
、
會
田
家
の
上
方
決
済
を
仕
切
っ
て
い
た
西
川
屋
集
団
京
都
出

店
に
仕
切
と
残
金
を
渡
し
て
監
査
を
受
け
て
い
た
。

（
２
）
新
売
付
仲
介
商
人
日
野
屋

　

左
記
の
小
西
八
郎
右
衛
門
は
元
文
二
年
の
指
引
文
書
に
「
弐
両

三
歩　

小
西
へ
指
引
渡
」
の
記
載
を
最
後
に
出
て
こ
な
く
な
る
。

代
わ
り
に
「
午
（
元
文
三
年
）
ノ
紅
花
為
登
売
付
覚
」
の
指
引
文

書
に
「
五
両　

日
野
屋
へ
」
の
文
言
が
現
れ
、
以
後
日
野
屋
が
記

載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
紅
花
に
つ

い
て
「
紅
花
支
配
」
日
野
屋
が
荷
主
會
田
家
に
送
付
し
た
「
丑
（
延

享
二
年
）
五
月
日
野
屋
差
引
書
写
」
か
ら
日
野
屋
の
機
能
を
ま
と

め
て
み
る
。
差
引
書
に
は
基
本
内
容
と
し
て
、
第
一
に
売
付
紅
花

の
荷
印
別
数
量
・
売
付
代
金
、
前
年
の
場
合
は
さ
ら
に
詳
細
に
売

付
先
問
屋
と
そ
の
決
済
日
も
加
え
て
い
た
。
第
二
に
売
付
代
金
の

合
計
金
額
と
そ
の
代
金
の
「
渡
シ
口
」
と
い
う
こ
と
で
、「
為
替
」

や
「
下
り
金
」
と
し
て
渡
し
た
相
手
と
期
日
を
記
載
し
た
。
第
三

に
総
売
付
代
金
か
ら
渡
し
金
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
記
し
た
。

最
後
に
指
引
残
金
の
処
理
に
つ
い
て
記
載
し
た
。
残
金
は
、
會
田

家
が
委
託
し
て
い
る
西
川
屋
集
団
の
京
都
出
店
西
川
源
助
に
仕
切

を
添
え
て
渡
し
た
。
な
お
會
田
家
は
、
日
野
屋
に
京
都
紅
花
相
場

の
状
況
を
書
状
で
報
告
さ
せ
て
い
た
。

　

仲
介
人
日
野
屋
が
仲
介
の
代
償
と
し
て
渡
さ
れ
た
の
は「
礼
金
」

－（（－



で
あ
っ
た
。
礼
金
の
額
は
後
で
触
れ
る
京
都
市
場
の
変
化
期
で
あ

る
寛
保
元
年
分
は
春
五
両
、
秋
に
三
両
で
、
延
享
四
年
分
は
出
荷

駄
数
が
少
な
い
が
八
両
、
寛
延
四
年
（
＝
宝
暦
元
年
・
一
七
五
一
）

分
は
七
両
二
分
で
あ
っ
た
。
宝
暦
二
年
に
な
る
と
會
田
家
は
理
由

不
明
で
あ
る
が
売
付
支
配
を
日
野
屋
か
ら
西
川
屋
集
団
の
京
出
店

西
川
源
助
に
年
毎
定
額
の
七
両
二
分
で
委
託
す
る
「
申
（
宝
暦
二

年
）
ノ
紅
花
支
配
ゟ
年
々
七
両
弐
分
宛
西
川
屋
源
助
殿
へ
礼
金
仕

筈
」。
さ
ら
に
宝
暦
一
一
年
に
は
西
川
屋
の
最
終
指
引
に
よ
る
清

算
体
制
の
下
で
西
川
源
助
か
ら
新
日
野
屋
に
代
わ
っ
た
。
礼
金
は

「
年
々
七
両
弐
分
宛
」
と
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
あ
っ
た
。

　

會
田
家
は
、
京
都
で
の
売
付
に
当
た
っ
て
仲
介
商
人
か
ら
の
情

報
を
も
と
に
、
仲
介
商
人
を
通
し
て
京
都
市
場
で
問
屋
に
売
付
を

お
こ
な
っ
て
い
た
。
研
究
史
で
有
名
な
有
力
荷
主
大
蕨
村
稲
村
家

も
京
都
商
人
近
江
屋
惣
左
衛
門
を
仲
介
人
と
し
て
い
た（

（
（

。
こ
の
点

は
少
量
出
荷
の
谷
地
・
寒
河
江
地
域
の
荷
主
と
は
異
な
り
、
ま
た

近
世
後
期
の
売
付
の
在
り
方
と
も
異
な
る
。

　

第
一
節
を
ま
と
め
る
。
會
田
家
の
紅
花
上
方
出
荷
ル
ー
ト
は
享

保
期
・
元
文
期
に
は
敦
賀
経
由
大
津
で
の
仲
間
近
江
大
津
商
人
西

川
屋
へ
の
蔵
入
れ
、
そ
れ
か
ら
京
都
の
仲
介
商
人
を
通
し
て
京
都

紅
花
問
屋
に
売
り
付
け
て
い
た
。
売
付
形
態
は
、
金
立
で
問
屋
は

歩
口
銭
を
取
得
す
る
だ
け
の
「
現
金
売
」
と
銀
立
で
代
金
が
延
払

い
と
な
る
「
延
売
」
の
二
形
態
で
あ
っ
た
。
仲
介
商
人
に
は
当
初

は
売
付
代
金
の
歩
合
で
礼
金
を
払
っ
て
い
た
が
、
元
文
期
か
ら
は

定
額
の
礼
金
を
払
っ
て
い
た
。
問
屋
に
直
接
に
紅
花
荷
を
預
け
る

の
で
な
く
、
上
方
商
人
・
京
都
仲
介
商
人
を
通
し
て
紅
花
問
屋
に

売
り
付
け
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
會
田
家
の
上
方
出
荷
・

売
付
の
特
質
が
あ
っ
た
。

（
二
）
産
地
荷
主
の
京
都
紅
花
取
引
改
革
要
求
運
動

　

第
二
節
で
は
荷
主
が
遠
隔
地
京
都
紅
花
取
引
市
場
で
ど
の
よ
う

な
問
題
を
抱
え
て
い
た
の
か
、
問
題
は
売
買
取
引
の
如
何
な
る
特

質
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
ど
う
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
か
を

荷
主
會
田
家
の
取
引
実
態
と
谷
地
・
寒
河
江
地
域
の
京
都
町
奉
行

所
へ
の
訴
願
運
動
か
ら
検
討
す
る
。

１　
會
田
家
出
荷
紅
花
の
連
年
損
失

（
１
）
京
都
紅
花
市
場
の
決
済
構
造

　

會
田
家
の
元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
午
紅
花
の
総
出
荷
高
・
出

荷
総
原
価
は
「
午
ノ
紅
花
三
拾
弐
駄
ト
ち
り
花
小
荷
三
丸
、
惣

（
上
）
代
金
千
六
百
弐
拾
両
」
で
あ
っ
た
。
損
益
は
、
最
終
的
に

は
利
益
を
得
た
も
の
の
問
屋
若
山
屋
喜
右
衛
門
の「
つ
ぶ
れ
」（
潰
）

や
そ
の
他
の
出
荷
・
取
引
上
で
多
額
の
損
失
を
蒙
っ
た
。
そ
の
た

め
、
會
田
家
で
は
例
年
と
は
異
な
り
、
取
引
に
お
け
る
問
屋
の
取
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得
分
・
荷
主
の
取
得
分
の
区
別
に
着
目
し
、
決
済
の
方
式
が
異
な

る
荷
印
別
に
代
金
勘
定
し
、
最
終
損
益
計
算
を
次
の
よ
う
に
整
理

し
た
。

【
史
料
２
】（
註
：
史
料
中
の
㋐
～
㋓
は
筆
者
に
よ
る
）

　
　
　
　
　

午
（
元
文
三
年
）
ノ
紅
花
為
登
売
付
覚

　
　

〆
三
拾
駄
（
註
：
出
荷
三
二
駄
か
ら
破
船
荷
二
駄
を
除
い
た
分
）

　
　
　
　
　
　
　
霜
月
廿
四
日
状
銀
五
十
六
匁
弐
分
五
厘

　
　

〆
百
壱
貫
九
百
弐
十
五
匁　

　
　
　
　

内
拾
八
貫
三
百
四
拾
四
匁
七
分　

壱
割
五
分
引
（
歩
引
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
歩
口
銭
引

　
　

正
味
八
拾
三
貫
五
百
八
十
匁
三
分　
㋐

　
　

正
ミ
拾
貫
四
百
六
十
弐
匁
五
分　

仙
印
弐
駄
ト
拾
六
袋　
㋑

　
　
　
　
内
三
百
拾
三
匁
八
分
七
厘
五
毛
口
銭
引
参
候

　
　

正
ミ
七
百
五
十
匁　

ち
り
花
三
拾
袋　
㋒

－

１

　
　
　
　

百
五
十
匁　
　

㊏
印
内
入
ち
り
花
六
袋　
㋒

－

２

　
　

〆
九
拾
四
貫
六
百
弐
拾
九
匁

　
　
　
　
　
　
　
五
十
六
匁
六
分
極
月
十
一
日
状
相
場

　
　
　

此
金　

千
六
百
七
拾
七
両
三
分
七
匁
九
分
（
マ
マ
）

　
　
　
　
　
　

五
十
八
両　
　
　

青
山
印
壱
駄　
㋓

　
　
　
　
　
　

拾
七
両
弐
分　
　

濡
荷
物
壱
駄

　
　

惣
金
〆
千
七
百
四
拾
七
両
壱
分
七
匁
九
分

　
　
　
　

内　

三
百
両　
　
　
　

八
月
廿
日
下
り
金

　
　
　
　
　
　

拾
六
両
弐
分　
　

右
之
日
合
壱
分
弐
ノ
割

　
　
　
　
　
　

百
五
拾
両　
　
　

八
月
晦
日
為
替
金

　
　
　
　
　
　
　

（
中
略
）

　
　
　
　
　

〆
五
百
弐
拾
四
両
弐
分

　
　
　

残
而　

金
千
弐
百
弐
拾
三
両

�

　
　
　
　
　

内　

五
両　

日
野
屋
へ

　
　

（
挟
み
紙
）「�

仙
印
正
味
ニ
売
付
申
候
間
口
銭
引
参
候
、
手

取
ニ
仕
候
而
も
如
斯
」

　

左
記
の
史
料
の
読
解
の
た
め
に
、
先
ず
数
値
の
構
成
内
容
を
明

ら
か
に
し
て
み
る
。
史
料
中
の
「
分
引
・
口
銭
引
」
の
対
象
と
な
っ

た
売
代
金
「
〆
百
壱
貫
九
百
弐
十
五
匁
」
は
ど
の
売
付
紅
花
を
指

し
て
い
る
の
か
検
討
す
る
と
、「
正
味
」・「
手
取
金
」
の
表
示
が

あ
る
史
料
中
の
㋑
㋒
㋓
以
外
の
紅
花
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
順

を
追
っ
て
計
算
す
る
と
荷
主
の
売
付
実
取
得
金
「
惣
金
〆
千
七
百

四
拾
七
両
壱
分
七
匁
九
分
」
は
、「
此
金
千
六
百
七
拾
七
両
三
分

七
匁
九
分
」
と
「
五
十
八
両
青
山
印
壱
駄
」・「
拾
七
両
弐
分
濡
荷

物
壱
駄
」
の
合
計
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
此
金
千
六
百
七
拾
七
両
三

分
七
匁
九
分
」
の
元
表
示
は
銀
「
〆
九
拾
四
貫
六
百
弐
拾
九
匁
」

で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
構
成
す
る
数
字
を
見
る
と
、
一
点
目
は
㋐

「
正
味
八
拾
三
貫
五
百
八
十
匁
三
分
」、
二
点
目
は
㋑
「
正
味
拾

貫
四
百
六
十
弐
匁
五
分
」
か
ら
補
足
で
引
金
「
内
三
百
拾
三
匁
八

分
七
厘
五
毛
（
歩
欠
カ
）
口
銭
引
参
候
」
を
し
た
数
字
、
三
点
目

－（（－



は
㋒
ち
り
花
「
正
味
七
百
五
十
匁
」
と
「（
正
味
）
百
五
十
匁
」

の
代
金
合
計
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

　

で
は
何
を
基
準
に
し
て
「
分
引
・
口
銭
引
」
の
対
象
紅
花
と
そ

う
で
な
い
紅
花
に
損
益
計
算
の
記
載
上
で
は
分
け
た
の
か
が
問
題

と
な
る
。
検
討
の
前
に
、「
分
引
・
口
銭
引
」
は
荷
主
の
売
付
代

金
高
に
対
し
て
賦
課
し
、そ
の
割
合
は
「
分
引
」
は
「
壱
割
五
分
」、

「
口
銭
引
」
は
「
三
分
」
で
、
あ
わ
せ
て
一
割
八
分
が
問
屋
取
得

に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
ち
な
み
に
享
保
二
〇
年

に
紅
花
問
屋
仲
間
が
奉
行
所
か
ら
公
認
さ
れ
る
前
ま
で
は
、
賦
課

は
売
付
紅
花
の
駄
数（
数
量
）に
応
じ
て
い
た
。
さ
て
計
算
上「
分

引
・
口
銭
引
」
の
対
象
外
と
記
載
さ
れ
た
荷
印
を
見
て
い
く
と
、

銀
立
で
決
済
さ
れ
た
仙
印
二
駄
一
六
袋
は
既
に
「（
歩
欠
カ
）
口

銭
引
」
が
な
さ
れ
て
い
た
。
青
山

印
一
駄
は
「
売
付
覚
」
の
追

書
に
よ
れ
ば
「
紙
屋
勘
兵
衛
、
手
取
金
五
拾
八
両
」
と
記
載
さ
れ
、

売
付
方
式
と
し
て
は
「
現
金
売
」
で
あ
っ
た
。
仙
印
の
売
付
は
、

事
実
上
は
「
現
金
売
」
で
あ
っ
た
。
損
益
計
算
で
は
、「
現
金
売
」

の
方
式
で
売
り
付
け
ら
れ
た
紅
花
と
そ
う
で
な
い
紅
花
に
区
別
し

て
記
載
し
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
「
分
引
・
口
銭
引
」
対
象
と

記
載
さ
れ
た
紅
花
は
「
売
付
覚
」
の
追
書
で
は
す
べ
て
「
延
売
」

で
、
極
月
切
の
銀
立
決
済
で
あ
っ
た
。
京
都
紅
花
市
場
の
決
済
に

お
い
て
、「
現
金
売
」
は
売
買
に
お
け
る
問
屋
取
得
の
分
引
・
口

銭
引
き
が
な
さ
れ
た
金
立
表
示
で
、
荷
主
の
実
取
得
を
そ
の
ま
ま

表
示
し
て
い
た
が
、「
延
売
」
の
代
金
表
示
は
銀
立
表
示
で
問
屋

の
取
得
分
が
含
ま
れ
て
い
た
。「
正
味
」
が
つ
い
た
表
示
は
、
銀

立
で
も
荷
主
の
実
取
得
分
を
表
示
し
て
い
た
。「
延
売
」
の
代
金

表
示
は
、
荷
主
に
と
っ
て
判
然
と
し
な
い
取
引
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
と
言
え
る
。

（
２
）
紅
花
問
屋
若
山
屋
喜
右
衛
門
の
取
引
「
つ
ぶ
れ
」
一
件

　

會
田
家
が
元
文
三
年
午
紅
花
の
出
荷
・
取
引
上
で
受
け
た
多
額

の
損
失
二
七
〇
両
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
（
元
文
三
年
午

分
「
店
卸
覚
」
下
書
お
よ
び
「
午
ノ
紅
花
三
十
二
駄
ト
ち
り
花
小

荷
三
丸
」
の
損
失
記
載
）。
ア
、
足
立
花
二
駄
破
船
：「
破
船
ニ
弐

駄
逢
百
八
十
両
程
」
と
見
込
み
、
最
終
分
散
金
と
し
て
十
七
両
二

分
を
問
屋
松
任
屋
か
ら
受
け
取
っ
た
。
イ
、
仙
印
二
駄
十
六
袋
の

売
付
上
の
手
違
い
：「
違
箱
入
」
で
当
初
見
込
み
損
六
十
両
が
十

六
両
で
お
さ
ま
っ
た
。
ウ
、「
七
十
両
若
山
屋
喜
右
衛
門
方
損
」：

若
山
屋
喜
右
衛
門
と
の
取
引
で
、
当
初
「
若
山
屋
喜
右
衛
門
つ
ぶ

れ
ニ
百
三
十
両
程
有
」
と
見
込
ん
で
お
り
、
最
終
の
損
金
は
七
十

両
で
お
さ
ま
っ
た
。
以
上
の
損
失
の
中
で
會
田
家
に
と
っ
て
も
他

の
村
山
郡
荷
主
に
と
っ
て
も
最
大
の
問
題
は
問
屋
若
山
屋
喜
右
衛

門
の
「
つ
ぶ
れ
」
で
あ
っ
た
。「
つ
ぶ
れ
」（
潰
）
と
は
何
で
あ
っ

た
の
か
、
史
料
３
（「
午
（
元
文
三
年
）
ノ
紅
花
為
登
売
付
覚
」

所
収
）
で
見
て
み
る
。
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【
史
料
３
】　　

　
　

極
月
切
四
貫
六
百
匁
替

　
　

五
駄　
内
拾
六
袋
違
箱
入
引
筈　

若
山
屋
喜
右
衛
門
殿

　
　
　
　

此
銀
弐
拾
壱
貫
八
百
五
十
匁　

内
三
貫
九
百
七
匁
程
引
遣

　
　
　
　

此
金
三
百
拾
七
両
弐
分
五
匁
位

　
　
　
　
　

内
弐
百
両
八
月
晦
日
受
取
有
、
此
日
合
拾
四
両
位
カ

　
　
　

残
而
百
三
両
弐
分
程
カ

　

印
五
駄
の
売
付
代
金
は
、
替
値
が
四
貫
六
百
匁
で
あ
る
か

ら
本
来
は
銀
二
十
三
貫
で
あ
っ
た
が
、
荷
物
違
い
な
ど
の
荷
主
の

手
違
い
が
あ
っ
た
た
め
に
売
付
代
金
は
「
銀
弐
拾
壱
貫
八
百
五
十

匁
」と
な
っ
た
。
問
題
は
こ
こ
か
ら
會
田
家
が
問
屋
若
山
屋
に「
三

貫
九
百
七
匁
程
引
遣
」
し
た
こ
と
で
あ
る
。
三
貫
九
百
七
匁
は
霜

月
の
一
両
当
た
り
の
銀
相
場
五
十
六
匁
弐
分
五
厘
で
換
算
す
る
と

ほ
ぼ
七
十
両
に
な
る
。
會
田
家
が
午
年
分
店
卸
で
「
七
十
両
若
山

屋
喜
右
衛
門
方
損
」
と
し
、
店
卸
覚
の
下
書
で
「
つ
ぶ
れ
」
と
記

載
し
た
内
容
と
一
致
し
て
い
る
。
問
屋
の
「
つ
ぶ
れ
」
申
立
て
に

よ
り
、
荷
主
が
「
引
遣
」
と
い
う
こ
と
で
損
金
を
引
き
受
け
た
の

で
あ
る
。
こ
の
「
つ
ぶ
れ
」
は
會
田
家
だ
け
で
な
く
、
他
の
荷
主

に
も
及
ん
だ
た
め
に
、
元
文
五
年
に
は
谷
地
・
寒
河
江
地
域
の
荷

主
達
が
問
題
視
し
京
都
町
奉
行
所
に
訴
願
に
及
ん
だ
（
後
述
）。

ち
な
み
に
、
先
行
研
究
で
は
「
つ
ぶ
れ
」
を
問
屋
の
破
産
と
し
て

い
た
が（

（
（

、
本
事
例
か
ら
は
破
産
で
は
な
く
問
屋
が
一
旦
約
定
し
た

買
付
代
金
額
を
減
額
し
て
ほ
し
い
と
す
る
、
荷
主
か
ら
見
れ
ば
受

け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
紅
花
代
金
減
額
問
題
と
言
え
る
。
実
際
、

會
田
家
は
翌
年
の
元
文
四
年
未
出
荷
紅
花
の
う
ち
二
駄
を
若
山
屋

に
売
り
付
け
て
代
金
百
二
二
両
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の

以
降
も
取
引
相
手
に
な
っ
て
い
る
。
世
評
の
「
潰
」
扱
い
を
會
田

家
も
店
卸
下
書
段
階
で
は
「
つ
ぶ
れ
」
と
し
な
が
ら
も
、
損
益
計

算
で
は
現
実
的
な
「
引
遣
」
と
す
る
扱
い
に
は
會
田
家
の
正
確
な

現
実
認
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

（
３
）
元
文
四
年
出
荷
紅
花
の
損
失　
　
　
　
　

　

元
文
四
年
未
出
荷
紅
花
の
総
駄
数
は
、
會
田
家
の
取
引
関
係
商

人
で
あ
る
西
川
屋
集
団
・
尾
花
沢
分
・
岡
村
柏
倉
九
左
衛
門
分
の

各
一
駄
計
三
駄
と
會
田
家
紅
花
三
三
駄
の
合
計
三
六
駄
で
あ
っ
た
。

會
田
家
紅
花
三
三
駄
で
損
益
計
算
を
す
る
と
、
紅
花
自
体
と
諸
経

費
を
合
わ
せ
て
の
上
代
金
（
原
価
の
総
合
計
）
は
二
〇
四
五
両
で

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
翌
年
四
月
晦
日
迄
の
「
是
迄
手
取
受

取
千
八
百
二
十
三
両
ニ
成
ル
」
で
、
差
し
引
い
て
二
二
二
両
二
分

の
不
足
金
が
出
た
。
不
足
金
が
出
た
原
因
は
、
表
２
に
示
し
た
よ

う
に
第
一
に
二
五
駄
片
馬
が
着
値
よ
り
も
売
値
（
替
値
）
の
方
が

下
値
だ
っ
た
こ
と
、
第
二
に
新
紅
花
の
出
荷
期
に
な
っ
て
も
売
れ

残
っ
て
い
る
「
残
荷
物
」
が
三
駄
片
馬
四
袋
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ

る
。
売
れ
残
物
宝
印
二
駄
の
う
ち
一
駄
は
二
年
後
の
寛
保
元
年
申
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ノ
七
月
に
古
花
と
し
て
二
二
両
九
匁
で
若
山
屋
喜
右
衛
門
に
売
ら

れ
た
。
こ
の
状
況
は
紅
花
市
場
の
低
迷
状
態
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。

（
４
）
問
屋
松
任
屋
の
「
減
少
引
」・「
残
物
」
と
年
賦
返
済

　

元
文
五
年
申
の
會
田
家
出
荷
は「
都
合
三
拾
五
駄
ト
小
荷
弐
つ
」、

着
値
計
算
総
代
金
「
惣
代
金
〆
文
金
千
弐
百
拾
九
両
」（
上
代
金
）

で
あ
っ
た
。
損
益
計
算
は
「
酉
（
寛
保
元
年
）
六
月
六
日
迄
先
是

迄
指
引
而
金
弐
百
四
拾
三
両
不
足
也
」
と
翌
年
六
月
時
点
で
も
二

四
三
両
の
不
足
と
な
っ
た
（「
申
ノ
紅
花
為
登
手
板
之
扣
」）。
不

足
の
原
因
は
紅
花
問
屋
へ
の
「
延
売
」
分
の
内
、
代
金
の
「
減

少
引
」
や
「
入
残
」
が
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

①
元
文
五
年
申
売
付
紅
花
代
金
「
減
少
引
」

【
史
料
４
】

　
　
　
　
　
　

松
任
屋
延
売

　
　
　
正
ミ
銀　
　
　
　

銀
弐
貫
四
百
匁
か
へ

　
　

一
、
八
貫
四
百
八
拾
七
匁　
　
　

弐
駄
弐
十
袋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

弐
駄

　
　
　
　

（
中
略
）

　
　

三
口
〆
銀
四
拾
弐
貫
六
百
四
十
六
匁
三
分
八
厘

　
　
　
　

内　

拾
七
貫
五
拾
八
匁
五
分
五
厘　

減
少
引

　
　
　

残
而　

弐
拾
五
貫
五
百
八
拾
七
匁
八
分
三
厘　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

内　

弐
百
両　
此
銀
拾
弐
貫
百
八
十
匁
也

　
　
　
　
　
　
　
　

酉
（
寛
保
元
年
）
ノ
五
月
源
介
受
取
下
り

　
　
　
　
　
　

四
拾
両　

酉
七
月
日
野
屋
へ
渡
り
源
介
方
受
取

　
　
　
　

（
後
略
）

荷印 数量 着値 替値、手取 決済月 問屋 利益等

土与 印 １０駄 ６５両３分 ４貫３３０匁
（約６２両） 極月切 松任屋 損

上 印 １３駄片馬 ６３両 手取４７両 － － 損

久岡附印 ４駄 ６５両 ５貫１００匁
（約７３両） 極月切 松任屋 利有

宝 印 ２駄４袋
ちり入

５１両１分
５匁 － － － 残荷

印 ３駄 － ４貫２５０匁
（６１両） 極月切 若山屋 不明

㊏ 印 １駄 ５２両 手取３５両 ５年４月 － 損

青山 印 １駄 ６８両 － － － 残荷

印 １駄 ５１両 手取４４両 － － 損

ちり 印 片馬 ７両 － － － 残荷

註①�典拠：「未七月為登紅花扣」・「（元文５年）残荷物付」・「（元文５年）松任屋入残」。
　②着値は１駄の原価、替値は１駄の売値。「残荷」は売残り。
　③�出荷総数３６駄。内訳：會田家分は３３駄（総原価２０４５両２分）、他３駄は仲間商人分
で 印㊏印青山印の各１駄。

　④元文４年未銀相場６９匁６７２＝１両。

表２　元文４年未會田家出荷紅花の売付動向
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松
任
屋
へ
の
延
売
紅
花
の
う
ち
「
減
少
引
」
の
対
象
に
な
っ
た

の
は
、

印
二
駄
二
〇
袋
・

印
九
駄
ト
一
一
袋
・

印
四
駄

片
馬
の
計
一
五
駄
片
馬
三
一
袋
で
、
出
荷
総
数
の
約
四
五
％
で
あ

る
。
問
屋
取
得
分
の
歩
口
銭
を
差
し
引
い
た「
正
味
」代
金
で「
減

少
引
」
対
象
合
計
銀
四
二
貫
六
四
六
匁
三
分
八
厘
を
金
に
す
る
と

銀
六
〇
匁
九
分
の
一
両
換
算
で
七
〇
〇
両
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら

一
七
貫
五
八
匁
五
分
五
厘
（
二
八
〇
両
）、
売
付
代
金
の
四
割
が

「
減
少
引
」
の
名
目
で
差
し
引
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

先
の
松
任
屋
だ
け
で
な
く
、
他
の
問
屋
の
場
合
で
も
「
四
分
通

減
少
引
」
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
の
は

史
料
５
で
あ
る
。
さ
ら
に
残
金
も
一
括
支
払
い
で
な
く
、「
戌
（
寛

保
二
年
）
ノ
暮
ゟ
五
ケ
年
賦
」
と
な
っ
て
い
る
。
経
営
不
振
は
松

任
屋
だ
け
で
な
く
京
都
紅
花
問
屋
全
体
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
当
然
、
會
田
家
だ
け
で
な
く

他
の
荷
主
に
と
っ
て
も
重
大
な
損
金
問
題
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ

う
。

【
史
料
５
】

　
　
酉
（
寛
保
元
年
）
ノ
五
月
十
六
日

　
　

一
、
銀
三
拾
貫
四
百
九
拾
九
匁
五
分　

仕
切
代
銀

　
　
　
　
　

内　

拾
弐
貫
百
五
拾
九
匁
八
分　

四
分
通
減
少
引

　
　
　
　

残
而
拾
八
貫
弐
百
九
十
九
匁
七
分

　
　
　
　
　

内
九
貫
百
四
十
九
匁
八
分
五
厘
受
取　

三
歩
通
ニ
而

　
　
　
　
　
　

残
而　

三
歩
通
引　
　
　

戌
ノ
暮
ゟ
五
ケ
年
賦
也

②
売
残
り
「
残
物
」
の
状
況

　

問
屋
松
任
屋
が
荷
主
か
ら
買
い
付
け
な
が
ら
売
れ
残
っ
て
い
た

元
文
五
年
分
と
そ
の
前
年
分
（
残
物
）
紅
花
の
状
況
お
よ
び
そ
の

売
付
代
金
を
、
仲
介
商
人
日
野
屋
に
渡
っ
た
寛
保
二
年
五
月
一
〇

日
付
仕
切
の
ま
と
め
「
松
任
屋
入
残
」
か
ら
見
て
み
る
。

【
史
料
６
】

　
　
　
　
　
　

松
任
屋
入
残

　
　
　
　
　
　
　
　
弐
十
弐
両
弐
分
替
、
酉
（
寛
保
元
）
七
月
売
付
□

　
　

未
（
元
文
四
年
）
ノ
宝
印
花　
　　

壱
駄　
内
四
袋
ち
り
有

　
　

未
ち
り
花　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
十
七
袋

　
　

申
小
印　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片
馬

　
　
　

上
印
ち
り
花　
　
　
　
　
　
　

拾
七
袋

　
　
　

土
印
ち
り
花　
　
　
　
　
　
　

弐
十
壱
袋

　
　
　

上
印
ち
り
花　
　
　
　
　
　
　

申
ノ
年
六
袋

　
　
　

〆
本
花　
　

壱
駄
片
馬

　
　
　
　

塟
花　
　

九
拾
壱
袋

�

戌
（
寛
保
二
年
）
ノ
五
月
十
日
仕
切
出

　
　
　

右
弍
口　

代
金
四
拾
九
両

　

松
任
屋
抱
え
の
売
れ
残
り
紅
花
が
無
く
な
っ
た
の
は
一
、
二
年

後
で
、
そ
れ
も
極
め
て
安
い
値
段
で
売
ら
れ
て
い
る
。
京
都
紅
花

市
場
の
混
乱
は
容
易
に
推
察
で
き
る
。
こ
の
事
態
は
荷
主
、
問
屋
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双
方
に
と
っ
て
不
利
益
な
こ
と
で
何
ら
か
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
事

態
で
あ
る
。

③
問
屋
の
「
年
賦
金
」
に
よ
る
買
付
紅
花
代
金
支
払
い�

　

先
の
①
「
減
少
引
」
で
示
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
松
任
屋
の

場
合
で
は
「

弐
駄
拾
三
袋
」
の
売
付
代
金
が
「
年
賦
金
」
の
対

象
と
な
っ
た
。

【
史
料
７
】

　
　
　
　

松
任
屋
年
賦
金
証
文
扣

　
　
酉
（
寛
保
元
年
）
五
月
十
六
日　

源
助
花
分
ニ
仕
源
助
方
ニ
証
文
有

　
　

一
、
銀
六
貫
七
拾
三
匁
四
分
八
厘　

弐
駄
拾
三
袋

　
　
　
　
　
　
　
　

是
ハ
手
前
紅
花
分
也

　
　
　

内　

銀
二
貫
四
百
弐
十
九
匁
三
分
八
厘　

四
分
通
減
少
引

　
　
　

残
而　

三
貫
六
百
四
拾
四
匁
五
厘　

六
歩
通
也

２　
村
山
郡
紅
花
荷
主
の
訴
願
運
動

（
１
）
元
文
五
年
、
谷
地
・
寒
河
江
地
域
の
荷
主
商
人
の
訴
願

　

會
田
家
が
紅
花
問
屋
と
の
取
引
で
抱
え
た
損
失
問
題
は
、
他
の

村
山
郡
の
紅
花
荷
主
商
人
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
問
題
解
決
を
求

め
た
谷
地
・
寒
河
江
地
域
の
荷
主
商
人
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）

四
月
に
訴
願
の
た
め
の
惣
代
を
京
都
に
上
京
さ
せ
た
。
こ
の
訴
願

運
動
の
記
録
が
「
元
文
五
歳
申
六
月　

紅
花
願
扣
書
」（
槙
久
右

衛
門
（
真
司
）
家
文
書
、
河
北
町
立
中
央
図
書
館
蔵
。
河
北
町
誌

編
纂
委
員
会
『
最
上
紅
花
史
料
Ⅱ
』
所
収
全
文
翻
刻
）
で
あ
る
。

本
稿
で
は
原
本
照
合
を
お
こ
な
い
使
用
し
た
。
本
稿
は
今
田
信
一

氏
（『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』）
と
は
視
点
を
変
え
、
元
文
五
年
の

運
動
が
何
を
最
大
の
問
題
と
し
て
い
た
の
か
を
中
心
に
検
討
し
て

み
た
い
。
紙
幅
の
関
係
で
、
原
史
料
の
引
用
は
最
小
限
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　

①
紅
花
問
屋
仲
間
へ
の
「
損
銀
」
解
消
の
直
接
申
し
入
れ

　

荷
主
商
人
惣
代
（
以
下
訴
願
惣
代
と
略
）
は
京
都
町
奉
行
所
へ

の
訴
願
の
前
に
先
ず
問
屋
仲
間
に
次
の
二
点
を
申
し
入
れ
た
。

（
ア
）「
拾
四
軒
問
屋
口
銭
を
以
被
相
勤
候
上
者
最
上
表
江
損
銀

被
相
懸
候
事
、
商
人
共
難
得
其
意
候
」
と
、
一
四
軒
問
屋
は
紅
花

売
買
の
口
銭
取
得
が
仕
事
で
あ
る
の
に
村
山
郡
の
荷
主
商
人
に

「
損
銀
」
を
か
け
て
く
る
の
は
納
得
で
き
な
い
。（
イ
）「
仲
間
ニ

て
問
屋
被
相
勤
候
ハ
ヽ
拾
四
軒
問
屋
之
内
相
潰
候
共
残
り
問
屋
中

ゟ
弁
」
じ
る
こ
と
と
、
問
屋
の
「
潰
」
は
問
屋
仲
間
の
中
で
弁
償

し
て
、
村
山
郡
の
荷
主
商
人
に
損
銀
を
か
け
な
い
こ
と
。
ち
な
み

に
、
後
の
訴
願
惣
代
の
口
上
書
に
よ
れ
ば　

問
屋
仲
間
公
認
の
享

保
二
〇
年
か
ら
の
五
年
間
で
「
若
山
屋
勘
右
衛
門
・
紙
屋
勘
兵
衛
・

若
山
屋
喜
右
衛
門
・
伊
勢
屋
理
右
衛
門
合
四
人
潰
ヲ
申
立
」
て
た

と
い
う
。
こ
の
申
し
入
れ
に
対
し
て
、
問
屋
仲
間
は
仲
間
内
の

「
潰
」
弁
償
は
し
な
い
、
今
後
の
取
引
は
「
此
後
紅
花
荷
物
切
手

と
紅
花
代
金
引
替
ニ
仕
、
売
買
致
度
」
と
申
し
越
し
て
き
た
。
今
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後
の
取
引
の
仕
方
に
関
す
る
問
屋
仲
間
の
提
案
は
、
問
屋
が
紅
花

荷
を
荷
主
か
ら
預
か
る
の
と
引
き
換
え
に
紅
花
代
金
を
支
払
う
と

い
う
、
実
質
は
問
屋
が
直
接
に
紅
花
を
買
い
取
る
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
損
銀
問
題
の
解
消
に
は
な
る
が
、
問
屋
の
活

動
を
仕
入
問
屋
に
変
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
か
、
問
屋

仲
間
は
返
答
直
後
か
ら
自
ら
の
提
案
を
無
か
っ
た
こ
と
に
し
て
い

く
。
荷
主
商
人
側
の
最
初
の
申
し
入
れ
が
問
屋「
潰
」に
よ
る「
損

銀
」
の
賦
課
＝
損
失
の
荷
主
へ
の
負
担
強
要
問
題
の
解
消
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
こ
の
後
の
訴
願
運
動
の
基
調
を
検
討
す
る
上
で
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
。

②
紅
花
問
屋
仲
間
公
認
前
後
の
取
引
実
態
と
問
題

　

訴
願
惣
代
は
問
屋
側
に
よ
る
申
し
入
れ
拒
否
を
受
け
て
、
六
月

二
六
日
に
は
幕
府
京
都
町
奉
行
に
対
し
て
訴
願
活
動
を
お
こ
な
っ

て
い
っ
た
。
奉
行
所
か
ら
返
答
書
差
出
を
命
じ
ら
れ
た
問
屋
側
は

「
殊
ニ
現
金
売
・
延
共
ニ
荷
主
共
と
問
屋
共
相
対
之
上
ニ
て
如
何

様
共
取
引
可
仕
候
義
ニ
御
座
候
」
ま
た
「
仲
ケ
間
拾
四
軒
と
相
定

候
儀
并
京
都
紅
花
染
屋
商
人
ゟ
直
買
相
止
候
儀
共
ニ
相
定
申
儀
ニ

無
之
、
御
上
様
よ
り
被
仰
付
候
儀
ニ
御
座
候
」
と
、
紅
花
売
付
の

現
金
売
・
延
売
は
荷
主
と
問
屋
が
相
対
で
決
め
て
い
る
こ
と
で
あ

る
、
そ
も
そ
も
紅
花
問
屋
仲
間
一
四
軒
の
定
、
紅
染
屋
の
荷
主
商

人
か
ら
の
直
買
い
禁
止
の
定
は
京
都
町
奉
行
所
か
ら
命
じ
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る
と
反
論
し
た
。
そ
の
た
め
、
奉
行
所
は
訴
願
惣
代
に

「
願
之
訳
相
知
レ
兼
候
間
相
認
直
シ
差
上
候
様
」
に
と
願
書
の
再

提
出
を
命
じ
て
き
た
。

　

一
〇
月
七
日
付
の
訴
願
惣
代
の
口
上
書
は
紅
花
取
引
の
問
題
状

況
を
指
摘
し
、
そ
の
解
消
の
た
め
の
方
策
を
述
べ
た
。
先
ず
訴
願

惣
代
が
指
摘
し
た
問
題
状
況
を
史
料
に
沿
っ
て
ま
と
め
て
み
る
。

Ａ�

、〈
売
買
値
段
の
決
め
方
〉
前
は
問
屋
の
立
会
の
も
と
、
買
人

と
荷
主
が
相
対
で
値
段
を
決
め
て
い
た
。
近
年
は
問
屋
が
荷
物

を
引
き
受
け
た
後
は
、
荷
主
に
売
先
を
は
じ
め
一
切
の
こ
と
を

知
ら
せ
な
い
。
値
段
も
ど
う
し
て
決
め
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
。

問
屋
が
買
付
・
売
付
を
独
占
（「
〆
買
〆
売
」）
し
て
い
る
と
言

え
る
。

Ｂ�

、〈
売
買
口
銭
の
賦
課
基
準
・
額
〉
前
は
紅
花
一
駄
あ
た
り
で

古
銀
三
〇
匁
で
あ
っ
た
。
近
年
は
一
駄
あ
た
り
の
代
銀
で
三
分

通
り
に
引
き
上
げ
た
。
そ
の
上
、
問
屋
の
「
潰
」
を
申
し
立
て

て
荷
主
商
人
に
損
銀
を
か
け
て
い
る
。

Ｃ�

、〈
問
屋
「
潰
」
問
題
の
発
生
〉
問
屋
仲
間
で
稲
荷
講
と
い
う

定
書
を
制
定
し
、
仲
間
を
通
さ
な
い
染
屋
へ
の
紅
花
売
付
は
認

め
な
い
、
破
っ
た
ら
そ
の
染
屋
に
は
決
し
て
花
を
売
ら
な
い
と

し
て
い
る
。
〆
売
だ
か
ら
紅
染
屋
が
問
屋
に
損
失
を
か
け
る
こ

と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
五
ケ
年
の
間
に
四
軒
の
問

屋
が
潰
を
申
し
立
て
、
村
山
郡
荷
主
商
人
に
七
千
両
余
の
損
失

を
か
け
て
い
る
。
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Ｄ�
、〈「
潰
」
に
よ
る
「
損
銀
」
引
き
受
け
に
関
す
る
問
屋
側
と
荷

主
側
の
見
解
〉
問
屋
は
内
々
の
相
対
に
よ
り
合
意
の
も
と
で
商

人
荷
主
に
「
損
銀
」
を
か
け
て
い
る
と
主
張
。
荷
主
側
は
引
き

受
け
を
強
要
さ
れ
て
い
る
と
主
張
。

Ｅ�

、〈
問
屋
が
荷
主
商
人
に
「
損
銀
」
を
か
け
る
根
拠
の
是
非
〉

問
屋
商
売
は
売
人
と
買
人
を
引
き
合
わ
せ
て
口
銭
を
取
る
業
で

あ
る
。「
潰
」
を
申
し
立
て
て
損
銀
を
か
け
る
こ
と
は
問
屋
商

売
が
行
う
こ
と
で
は
な
い
、
そ
れ
は
紅
花
商
人
が
お
こ
な
う
こ

と
で
あ
る
。

　

訴
願
惣
代
側
の
論
点
・
論
理
を
整
理
す
る
。
問
屋
が
「
潰
」
と

称
し
て
荷
主
に
「
損
銀
」
を
か
け
る
の
は
不
当
で
あ
り
、
認
め
ら

れ
な
い
。
不
当
な
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
原
因
は
、
本
来
は

紅
花
の
売
買
取
引
を
売
人
・
買
人
の
仲
介
で
口
銭
取
稼
ぎ
を
す
る

問
屋
が
、「
〆
買
・
〆
売
」
を
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
論

理
に
基
づ
い
て
い
る
。
運
動
の
意
義
を
段
階
的
に
把
握
す
る
に
は
、

訴
願
運
動
が
何
を
目
標
と
し
て
い
る
の
か
と
、
目
標
達
成
の
た
め

の
要
求
内
容
は
区
分
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

③
荷
主
商
人
の
求
め
る
取
引
改
革
内
容

　

先
述
の
②
で
の
指
摘
に
続
い
て
訴
願
惣
代
は
取
引
上
の
問
題
解

決
の
た
め
に
紅
花
売
買
に
関
し
て
次
の
こ
と
を
町
奉
行
所
へ
願
い

で
る
。（
ア
）
紅
花
値
段
の
約
定
は
「
売
人
・
買
人
・
問
屋
立
会
、

相
対
之
上
」
と
問
屋
立
会
、
売
人
・
買
人
相
対
で
値
段
約
定
を
し
、

商
い
を
す
る
こ
と
。（
イ
）
紅
花
売
買
見
届
け
の
た
め
に
最
上
商

人
の
京
都
出
店
を
立
て
て
、
問
屋
・
紅
染
屋
の
「
潰
」
な
ど
不
埒

の
な
い
白
地
な
公
正
な
取
引
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
但

し
、
一
一
月
一
三
日
付
「
追
訴
口
上
書
」
で
は
出
店
願
い
の
取
り

下
げ
を
願
い
出
て
い
る
。（
ウ
）
紅
花
問
屋
は
一
四
軒
に
限
ら
ず
、

望
み
の
者
が
勝
手
次
第
に
問
屋
業
を
出
来
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
エ
）
問
屋
取
得
の
口
銭
は
、
一
四
軒
問
屋
仲
間
公
認
前
の
紅
花

一
駄
に
つ
き
「
古
銀
三
拾
匁
之
割
」
に
す
る
。（
オ
）
最
上
商
人

の
京
都
出
店
が
で
き
れ
ば
、
紅
染
屋
の
最
上
表
で
の
直
買
と
同
じ

こ
と
が
で
き
都
合
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
改
革
内
容
の
中
心

は
、
紅
花
取
引
の
在
り
方
を
問
屋
の
立
会
、
売
人
・
買
人
相
対
で

値
段
約
定
を
す
る
や
り
方
に
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

④
京
都
町
奉
行
所
の
動
向
と
申
渡
し

　

町
奉
行
所
は
元
文
五
年
一
一
月
八
日
の
段
階
で
は
「
向
後
紅
花

現
銀
売
ニ
仕
候
ハ
ヽ
商
人
勝
手
ニ
可
相
成
哉
」
と
商
人
側
に
尋
ね

て
い
る
。
商
人
側
は
「
延
売
・
現
銀
両
用
ニ
而
売
買
仕
」
り
た
い

と
答
え
て
い
る
。
こ
の
後
、
商
人
側
は
「
買
人
・
売
人
直
々
相
対

致
さ
セ
、
白
地
ニ
売
買
仕
候
様
」
の
願
い
を
繰
り
返
し
て
い
く
。

最
終
的
に
は
、
一
二
月
二
日
に
は
町
奉
行
所
か
ら
訴
願
惣
代
と
問

屋
に
次
の
申
し
渡
し
が
な
さ
れ
た
。

【
史
料
８
】

　

〈
訴
願
惣
代
へ
の
申
し
渡
し
〉
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�

六
年
以
前
吟
味
之
上
、
紅
屋
共
国
元
江
下
り
直
買
之
儀
停
止

ニ
申
付
、
問
屋
拾
四
軒
相
極
候
事
ニ
而
、
此
度
六
人
之
者
申

越
ニ
ハ
難
成
候
、
売
人
・
買
人
直
相
対
、
口
銭
等
之
儀
茂
荷

主
と
問
屋
相
対
之
事
ニ
候
、
都
而
商
売
取
引
・
口
銭
等
之
儀
、

奉
行
所
ゟ
申
付
候
筋
ニ
而
者
無
之
候
条
、
問
屋
共
ト
幾
重
に

も
可
致
示
談
事

　

〈
問
屋
へ
の
申
し
渡
し
〉

　
　

商
人
共
疑
不
申
様
ニ
明
白
ニ
売
買
可
仕
由
被
仰
付

　

奉
行
所
の
双
方
へ
の
申
し
渡
し
の
内
容
は
、
問
屋
一
四
軒
の
公

認
、
紅
染
屋
の
産
地
で
の
直
買
禁
止
も
享
保
二
〇
年
の
奉
行
所
吟

味
で
申
し
付
け
た
こ
と
で
あ
る
。
売
人
と
買
人
の
直
相
対
の
件
、

口
銭
の
件
は
問
屋
と
相
対
で
決
め
る
こ
と
で
、
商
売
取
引
や
口
銭

の
事
は
奉
行
所
か
ら
申
付
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
問
屋
共
と
幾
重

に
も
示
談
す
る
よ
う
に
せ
よ
。
問
屋
に
は
明
白
な
売
買
、
す
な
わ

ち
疑
い
が
生
じ
な
い
売
買
を
す
る
よ
う
に
と
の
申
し
渡
し
を
し
た
。

　

こ
の
後
、
惣
代
側
は
問
屋
側
と
交
渉
し
よ
う
と
し
た
が
、
問
屋

側
は
奉
行
所
の
申
し
渡
し
を
根
拠
に
一
切
の
交
渉
を
拒
否
し
た
。

事
態
打
開
の
た
め
に
訴
願
惣
代
は
、
一
二
月
二
一
日
に
「
御
諸
司

様
」
へ
箱
訴
を
決
行
し
た
。
そ
の
中
で
、
町
奉
行
所
に
対
し
て
お

こ
な
っ
て
き
た
「
損
銀
」
解
消
の
願
い
と
と
も
に
、「
右
拾
四
軒

問
屋
方
ニ
而
紅
花
売
買
不
仕
候
得
ハ
対
御
公
儀
様
へ
何
程
之
御
指

閊
御
座
候
哉
」
と
問
屋
一
四
軒
の
取
引
独
占
体
制
は
幕
府
の
利
益

に
な
る
の
か
、「
商
人
・
百
姓
・
紅
染
屋
一
統
之
難
義
」
に
の
み
な
っ

て
い
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
京
都
町
奉
行
所
は
「
双
方
被
召
出
御
吟

味
被
成
候
得
共
、
一
応
対
決
不
仰
付
候
」
と
奉
行
所
の
審
理
の
お

こ
な
い
方
に
対
す
る
不
満
を
呈
し
た
。

　

町
奉
行
所
は
箱
訴
を
受
け
て
、
改
め
て
翌
元
文
六
年
正
月
に
問

屋
・
訴
願
惣
代
双
方
に
紅
花
直
段
と
荷
高
を
書
き
上
げ
る
よ
う
に

命
じ
た
。
さ
ら
に
二
月
に
は
荷
主
商
人
が
い
う
「
白
地
」
取
引
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
尋
ね
、
二
月
晦
日
に
は
紅
花
問
屋
行
事
、

訴
願
惣
代
、
紅
染
屋
一
五
九
軒
を
召
し
出
し
た
。
吟
味
の
中
で
奉

行
所
は
「
直
相
対
之
義
売
先
紅
屋
得
心
ニ
候
ハ
ヽ
被
仰
付
可
被
下

置
旨
、
二
月
晦
日
ニ
御
前
江
被
召
出
候
節
被
仰
」
と
し
、
紅
屋
が

売
買
の
直
相
対
に
つ
い
て
納
得
す
る
な
ら
認
め
て
い
く
と
し
た
。

五
月
一
五
日
に
は
「
紅
屋
上
下
二
〇
人
余
、
問
屋
行
事
両
人
、
商

人
（
訴
願
惣
代
）
五
人
被
召
出
・
・（
町
奉
行
）
讃
岐
守
被
仰
出

候
ニ
者
、
問
屋
共
書
付
通
於
問
屋
ニ
紅
屋
引
付
、
相
対
売
買
致
候

様
ニ
被
仰
候
」
と
町
奉
行
所
は
紅
花
取
引
関
係
者
に
対
し
て
、
問

屋
で
荷
主
商
人
と
紅
屋
と
が
相
対
で
売
買
を
す
る
よ
う
に
と
の
申

し
渡
し
を
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
に
な
っ
て
申
し
渡
し
を
し
た

讃
岐
守
京
都
東
町
奉
行
所
は
丹
後
守
京
都
西
町
奉
行
所
に
も
伺
う

か
ら
訴
願
惣
代
は
宿
で
待
つ
よ
う
に
と
し
た
。
し
か
し
六
月
に

な
っ
て
も
訴
願
惣
代
に
は
何
ら
の
沙
汰
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ

の
状
況
に
訴
願
運
動
の
惣
代
た
ち
は
「
此
上
永
引
ニ
而
も
は
や
取
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続
き
成
兼
、
奉
願
上
候
儀
相
止
メ
、
罷
下
候
様
ニ
相
成
候
」
と
願

い
上
げ
を
取
り
や
め
、
帰
郷
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

以
上
の
過
程
か
ら
荷
主
商
人
た
ち
の
訴
願
に
つ
い
て
の
京
都
町

奉
行
所
の
対
応
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
問
屋

が
「
潰
」
に
よ
る
荷
主
商
人
へ
「
損
銀
」
を
か
け
る
こ
と
に
つ
い

て
は
問
題
で
あ
る
と
す
る
認
識
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
利
害
対
立

の
事
案
で
あ
り
な
が
ら
、
例
え
ば
論
点
で
あ
る
紅
花
の
荷
主
か
ら

の
買
取
直
段
や
紅
染
屋
へ
の
売
り
付
け
直
段
の
調
書
を
提
出
さ
せ

た
が
、
値
段
決
定
に
関
す
る
「
対
決
」
方
式
の
審
理
を
お
こ
な
わ

な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
町
奉
行
所
が
京
都
に
お
け
る
紅
花
売
買

取
引
の
秩
序
を
変
え
る
方
針
を
有
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
し

か
し
箱
訴
が
な
さ
れ
た
た
め
新
た
な
方
向
性
、
問
屋
に
お
い
て
売

主
と
買
主
が
相
対
で
売
買
す
る
よ
う
に
と
の
方
針
を
一
旦
は
関
係

者
に
示
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
京
都
東
西
町
奉
行
所

間
の
調
整
を
理
由
に
正
式
申
し
渡
し
の
時
間
を
引
き
延
ば
し
、
売

買
取
引
の
秩
序
を
変
更
し
な
い
方
針
を
関
係
者
に
示
し
た
。
そ
の

た
め
訴
願
惣
代
は
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
六
月
活
動
中
止
に
追

い
込
ま
れ
、
足
掛
け
二
年
に
わ
た
る
訴
願
運
動
は
終
わ
っ
た
。

（
２
）
寛
保
二
年
、
問
屋
決
済
と
仕
切
様
式
の
変
化

　

訴
願
運
動
が
中
止
と
な
っ
た
翌
年
の
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）

出
荷
の
紅
花
か
ら
問
屋
が
荷
主
に
出
す
仕
切
状
の
様
式
が
変
わ
っ

て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
残
存
変
更
仕
切
状
の
な
か
で
最
も
年

代
の
早
い
の
は
、
京
都
紅
花
問
屋
若
山
屋
喜
右
衛
門
が
大
蕨
村
稲

村
七
郎
左
衛
門
・
同
六
郎
右
衛
門
宛
に
寛
保
三
年
亥
六
月
付
で
出

し
た
仕
切
状
（
山
大
附
属
博
物
館
蔵
稻
村
家
文
書
七
七

－

一
二
）

で
あ
る
。
年
代
は
寛
保
三
年
六
月
と
あ
る
が
、
紅
花
の
出
荷
月
を

勘
案
す
れ
ば
前
年
の
寛
保
二
年
出
荷
紅
花
の
売
付
仕
切
状
と
解
さ

れ
る
。
代
金
表
示
は
こ
れ
ま
で
の
銀
立
表
示
で
な
く
金
立
表
示
と

な
り
、
こ
れ
以
降
の
仕
切
状
は
す
べ
て
ど
の
問
屋
で
も
金
立
表
示

と
な
っ
た
。
代
金
表
示
の
大
転
換
が
寛
保
二
年
出
荷
紅
花
か
ら
な

さ
れ
た
と
言
え
る
。ま
た
仕
切
の
一
駄
当
た
り
売
付
代
金
表
示「
替

値
」
は
金
立
の
「
但
四
拾
四
両
替
」
や
「
但
四
拾
六
両
替
」
と
あ

る
。
こ
れ
だ
け
で
は
如
何
な
る
取
引
内
容
で
あ
っ
た
の
か
不
明
で

あ
り
、
代
金
表
示
転
換
の
意
義
も
判
然
と
し
な
い
の
で
他
の
代
表

的
仕
切
状
を
見
て
み
る
。

【
史
料
９
】
仕
切
状

　
　

（
Ａ
）　

仕　

切
（
稲
村
家
文
書
七
七

－

一
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
現
金
売

　
　

一
、
金
七
拾
五
両　

最
上
紅
花
壱
駄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
現
金
七
拾
七
両
替

　
　

一
、
金
九
拾
弐
両
弐
歩　

同
紅
花
壱
駄
拾
三
袋

　
　
　
　
　
　

□
□
匁
七
分
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（
中
略
）

　
　

〆
金
百
六
十
八
両
弐
分　

銀
弐
拾
三
匁
弐
分

　
　

�
右
之
通
相
対
を
以
売
買
仕
代
金
不
残
相
渡
無
出
入
相
済
申
候
、

為
後
日
之
仍
而
如
件

　
　
　
　

延
享
弐
年
丑
極
月
十
五
日　
　
　
　

松
任
屋
徳
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　

稲
村
七
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

同　

文　

次　

郎
殿

　
　

（
Ｂ
）　

仕　

切
（
稲
村
家
文
書
七
七

－

二
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
現
金
御
手
取
金
壱
駄
ニ
付
七
拾
九
両
替

　
　

一
、
金
百
拾
壱
両
と　
　

最
上
紅
花

　
　
　
　
　

端
銀
五
匁
八
分
壱
厘　
　
　
　
　
　

壱
駄
弐
拾
六
袋

　
　

�

右
之
通
御
相
対
を
以
買
請
代
金
不
残
相
渡
此
表
無
出
入
相
済

申
候
、
万
一
抜
袋
等
有
之
候
ハ
ヽ
重
ね
て
互
ニ
指
引
可
申
候
、

為
後
日
之
仍
而
如
件

　
　
　
　

延
享
弐
年
丑
極
月　
　
　
　
　
　
　

池
田
屋
五
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　

稲
村
七
郎
左
衛
門
殿

　
　
　
　
　
　

同　

文　

次　

郎
殿

　
　

（
Ｃ
）　

仕　

切
（
今
田
弥
兵
衛
家
文
書
『
紅
花
史
料
Ⅱ
』
所
収
）

　
　
　
歩
引
口
銭
引
御
手
取
現
金
四
拾
両
か
へ

　
　

一
、
金
百
三
拾
七
両
弐
分　

　
　
　
　
　
　
　
　

印
直
干
花
三
駄
弐
拾
八
袋

　
　

�

右
之
通
御
相
対
を
以
売
買
仕
、
紅
花
代
金
不
残
相
渡
シ
此
表

無
出
入
相
済
申
候
、
万
一
抜
ケ
袋
又
者
違
花
等
御
座
候
ハ
ヽ

重
而
御
指
引
可
被
下
候
、
為
後
日
仕
切
状
仍
而
如
件

　
　
　
　

宝
暦
六
年
子
四
月
廿
九
日　
　
　

若
山
屋
喜
右
衛
門
㊞

　
　
　
　
　
　

今
田
弥
兵
衛
殿

　
　
　
　
　
　

槙　
　

新
助
殿

　
　

（
Ｄ
）　

仕　

切
（
會
田
家
文
書
）

　
　

八
月
廿
ニ
日　
　
　
　
　
　
　
　
　

但
し
金
六
拾
六
両
か
へ

　
　

一
、
金
九
拾
弐
両
三
歩　

銀
三
匁
八
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
仙
台
花
壱
駄
廿
六
袋

　
　
九
月
七
日　

　
　

一
、
金
四
拾
弐
両
也　
　
　
　

印
山
形
花
壱
駄

　
　

合
金
百
三
拾
四
両
三
歩
と
銀
三
匁
八
分

　
　

�

右
之
通
御
相
対
を
以
紅
屋
へ
売
払
、
則
代
金
相
渡
シ
此
表
無

出
入
相
済
申
候
、
尤
荷
物
抜
袋
又
ハ
算
用
違
御
座
候
ハ
ヽ
重

而
差
引
可
仕
候
、
為
後
日
仕
切
仍
而
如
件

　
　
　

宝
暦
拾
一
年
巳
五
月
七
日　
　
　
　
　

若
山
屋
孫
兵
衛
㊞

　
　
　
　
　
　

西
川　
　

源
助
殿

　
　
　
　
　
　

會
田
六
郎
兵
衛
殿

　

仕
切
状
は
売
付
形
態
に
よ
っ
て
「
現
金
売
」（
Ａ
）
と
「
延
売
」

（
Ｂ
・
Ｃ
・
Ｄ
）
の
仕
切
状
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
稲
村
家

の
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
の
二
つ
の
仕
切
状
（
Ａ
・
Ｂ
）
に
現

れ
て
い
る
。「
現
金
売
」
仕
切
状
は
寛
保
二
年
以
前
の
決
済
時
か
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ら
「
現
金
売
」
と
記
載
し
、
取
引
も
金
立
表
示
で
、
代
金
は
問
屋

取
得
分
の
「
分
引
口
銭
引
」
が
な
さ
れ
た
荷
主
の
実
取
得
代
金
表

示
で
あ
っ
た
こ
と
は
會
田
家
の
事
例
で
見
た
通
り
で
あ
る
。「
延

売
」
仕
切
状
の
大
き
な
変
化
は
、「
替
値
」
の
表
示
が
新
た
に
「
現

金
御
手
取
金
壱
駄
ニ
付
七
拾
九
両
替
」・「
歩
引
口
銭
引
御
手
取
現

金
四
拾
両
か
へ
」・「
但
シ
御
手
取
現
金
八
拾
五
両
か
へ
」
と
記
載

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
延
売
り
の
仕
切

状
で
も
問
屋
取
得
分
の
「
分
引
口
銭
引
」
が
な
さ
れ
た
、
荷
主
の

実
取
得
の
代
金
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。
以

上
の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
延
売
が
銀
立
て
表
示
で
あ
っ

た
時
も
、
現
金
売
は
金
立
表
示
で
、
問
屋
取
得
分
の
口
銭
等
が
引

か
れ
た
荷
主
の
実
取
得
金
が
売
代
金
と
し
て
表
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
問
屋
の
潰
を
理
由
と

す
る
「
損
銀
」
の
荷
主
へ
の
賦
課
問
題
解
決
の
方
策
と
し
て
、
京

都
町
奉
行
所
が
現
金
売
を
提
案
し
て
い
た
こ
と
も
先
に
触
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
延
売
仕
切
状
の
様
式
変
化
は
形
式
を
「
現
金
売
」
仕

切
状
の
様
式
に
近
づ
け
、「
替
値
」
表
示
の
所
に
「
歩
引
口
銭
引

御
手
取
現
金
」
と
記
載
し
、
荷
主
の
実
取
得
（
手
取
）
を
明
示
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
金
売
と
同
様
に
確
実
な
紅
花
売
付
代
金
の

支
払
い
を
問
屋
が
お
こ
な
う
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
以
降
は
問
屋
の
「
潰
」
に
よ
る

一
方
的
な
荷
主
の
「
損
銀
」
＝
損
失
問
題
は
起
き
て
い
な
い
。

　

仕
切
状
の
様
式
変
化
は
、
改
め
て
元
文
五
年
か
ら
の
荷
主
商
人

の
損
銀
解
消
と
取
引
方
式
の
改
革
要
求
運
動
の
一
程
度
の
成
果
と

評
価
と
で
き
る
。
当
然
、
運
動
に
は
直
接
に
は
関
係
し
な
か
っ
た

會
田
家
の
よ
う
な
大
量
出
荷
荷
主
の
連
年
損
失
に
よ
る
紅
花
問
屋

へ
の
働
き
か
け
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

少
量
出
荷
荷
主
と
大
量
出
荷
荷
主
の
双
方
か
ら
の
問
屋
へ
の
改
革

要
求
の
成
果
で
あ
り
、
先
学
に
よ
る
従
来
の
谷
地
方
面
荷
主
と
山

形
方
面
荷
主
と
の
分
断
と
い
う
見
方
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い

こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
但
し
、
訴
願
運
動
が
要
求
し
て
い
た
最
も

基
本
的
な
要
求
、
問
屋
立
ち
合
い
の
も
と
紅
染
屋
と
荷
主
の
相
対

で
値
段
を
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
は
至
っ
て
な
い
こ
と
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
節
の
ま
と
め
を
す
る
。
會
田
家
は
京
都
紅
花
問
屋
仲
間
に

よ
る
実
質
的
買
取
・
売
付
独
占
体
制
下
の
も
と
で
も
順
調
に
紅
花

の
出
荷
駄
数
を
増
加
さ
せ
、
利
益
も
上
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
元

文
三
年
に
は
問
屋
若
山
屋
喜
右
衛
門
と
の
取
引
「
つ
ぶ
れ
」
要
求

に
よ
り
、
代
金
の
「
引
遣
」
と
い
う
事
態
に
陥
っ
た
。
さ
ら
に
四

年
に
は
紅
花
相
場
の
下
落
、
三
駄
片
馬
四
袋
も
の
売
れ
残
り
が
起

き
た
。
五
年
に
は
「
延
売
」
紅
花
代
金
の
約
四
割
を
「
減
少
引
」

と
い
う
名
目
の
も
と
に
差
し
引
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
問
屋
側

が
「
潰
」
で
な
く
「
減
少
引
」
と
し
た
の
は
、
元
文
四
年
の
問
屋

伊
勢
屋
理
右
衛
門
の
「
潰
」
に
よ
る
損
失
を
受
け
た
谷
地
・
寒
河

－（（－



江
地
域
の
荷
主
商
人
が
五
年
に
「
潰
」
の
解
消
を
求
め
、
京
都
町

奉
行
所
に
訴
願
運
動
を
始
め
た
こ
と
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
ま

た
問
屋
が
支
払
う
代
金
も
一
部
は
「
年
賦
払
」
い
の
状
況
で
あ
っ

た
。
會
田
家
の
損
失
状
況
打
開
策
を
示
す
史
料
は
見
つ
か
っ
て
い

な
い
。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
享
保
二
〇
年
に
京
都
町
奉
行
所
か
ら
公
認
さ
れ
た
京
都

紅
花
問
屋
仲
間
に
よ
る
売
買
取
引
の
独
占
下
に
お
か
れ
た
産
地
荷

主
の
取
引
活
動
の
実
態
を
検
討
し
た
。
第
一
章
（
五
〇
号
掲
載
）

で
は
近
世
中
期
に
お
け
る
山
形
城
下
近
郊
の
會
田
家
経
営
の
全
体

構
造
と
そ
の
特
色
を
見
た
。
會
田
家
の
経
営
は
紅
花
の
集
荷
と
京

市
場
へ
の
売
付
を
中
心
と
し
て
お
り
、
上
方
へ
の
出
荷
紅
花
は
元

文
・
延
享
期
に
は
二
〇
～
三
〇
駄
台
、
寛
延
・
宝
暦
期
に
は
五
〇

駄
弱
台
と
大
量
出
荷
す
る
中
期
村
山
郡
有
数
の
荷
主
で
あ
っ
た
。

従
来
の
研
究
で
は
、
上
方
出
荷
の
荷
主
は
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
を

お
こ
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
同
家
で
は
数
千
両
の
紅
花

売
付
代
金
を
自
家
の
紅
花
経
営
の
よ
り
一
層
の
拡
大
に
向
け
る
こ

と
に
し
て
い
た
。
そ
の
上
で
、
取
引
仲
間
商
人
や
山
形
城
下
町
商

人
へ
の
貸
し
付
け
を
広
範
に
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き

た
。

　

第
二
章
で
は
會
田
家
の
紅
花
上
方
出
荷
ル
ー
ト
と
京
都
市
場
で

の
売
付
構
造
お
よ
び
そ
の
問
題
点
を
取
り
上
げ
た
。
京
都
紅
花
問

屋
仲
間
に
よ
る
明
和
二
年
ま
で
の
売
買
取
引
独
占
の
実
態
は
、
問

屋
が
荷
受
問
屋
の
性
格
を
残
し
な
が
ら
仕
入
問
屋
的
な
動
き
を
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
問
屋
が
第
一
に
荷
主
か
ら

紅
花
荷
物
を
預
か
り
な
が
ら
紅
染
屋
へ
の
売
買
に
つ
い
て
は
荷
主

を
関
与
さ
せ
ず
に
売
渡
値
段
を
決
定
し
、
第
二
に
紅
染
屋
へ
の
売

渡
値
段
を
荷
主
に
は
知
ら
せ
な
か
っ
た
。
第
三
に
荷
主
に
は
問
屋

が
決
定
し
た
売
渡
代
金
か
ら
問
屋
取
得
の
歩
口
銭
を
差
し
引
い
た

残
金
を
渡
し
て
い
た
。
第
四
に
値
段
決
定
事
情
の
不
透
明
さ
の
も

と
で
、
さ
ら
に
荷
主
に
約
定
し
た
紅
花
代
金
か
ら
「
潰
」
な
ど
問

屋
経
営
不
振
を
名
目
に
荷
主
取
得
代
金
の
減
額
を
強
要
し
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
遠
隔
地
荷
主
か
ら
見
れ
ば
不
合
理
な
取
引
の
在
り
方

に
対
し
て
、
出
荷
量
の
多
い
荷
主
の
対
応
は
、
問
屋
に
直
接
に
出

荷
せ
ず
に
京
都
で
の
仲
介
商
人
を
通
し
て
問
屋
に
売
り
付
け
て
い

た
。
會
田
家
の
場
合
は
、
京
都
市
場
の
動
向
に
精
通
し
山
形
で
の

取
引
商
人
仲
間
で
も
あ
る
近
江
大
津
商
人
西
川
屋
集
団
（
本
店
・

京
都
出
店
な
ど
）
に
売
付
代
金
の
清
算
管
理
を
委
託
し
、
直
接
の

問
屋
へ
の
売
付
は
市
場
動
向
と
共
に
問
屋
の
事
情
も
わ
か
る
日
野

屋
に
「
紅
花
支
配
」
を
委
託
し
礼
金
を
払
う
方
式
で
お
こ
な
っ
た
。

問
屋
に
よ
る
紅
花
代
金
減
額
要
求
に
対
し
て
も
一
時
的
に
は
受
け

入
れ
る
が
、
そ
の
後
は
認
め
ず
に
年
賦
払
い
な
ど
代
金
の
支
払
い
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を
問
屋
に
求
め
、
受
け
入
れ
さ
せ
て
い
る
。

　

會
田
家
の
対
応
と
異
な
り
、
少
量
出
荷
の
谷
地
・
寒
河
江
地
域

の
荷
主
達
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
か
ら
京
都
町
奉
行
所
に
対

し
て
問
題
の
解
消
を
求
め
て
訴
願
を
お
こ
な
っ
た
。
当
初
の
主
た

る
願
い
は
問
屋
の
連
年
「
潰
」
に
よ
る
損
銀
（
金
）
引
き
受
け
強

要
問
題
の
解
消
で
あ
っ
た
が
、
問
題
の
解
決
の
方
向
性
が
見
え
な

い
中
で
、
訴
願
は
京
都
市
場
で
の
取
引
方
式
の
改
革
要
求
に
発
展

し
た
。
結
果
と
し
て
は
訴
願
に
よ
る
直
接
的
な
成
果
は
得
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

し
か
し
、
訴
願
運
動
の
翌
年
、
寛
保
二
年
の
紅
花
売
買
の
仕
切

の
様
式
が
銀
立
か
ら
金
立
へ
変
化
し
、
荷
主
の
実
取
得
代
金
が
明

示
さ
れ
た
仕
切
が
問
屋
か
ら
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
問

屋
の
不
合
理
な
減
額
要
求
は
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
た
点

か
ら
見
れ
ば
、
會
田
家
の
よ
う
な
大
量
出
荷
荷
主
の
動
き
と
元
文

五
年
か
ら
の
訴
願
運
動
は
根
底
に
お
い
て
連
動
し
て
い
た
と
評
価

で
き
る
し
、
一
定
の
成
果
を
得
た
と
評
価
で
き
る
。
但
し
基
本
的

な
取
引
方
式
の
改
革
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
宝
暦
期
に
は
村

山
郡
の
村
役
人
た
ち
に
よ
る
改
革
要
求
運
動
へ
と
発
展
し
て
い
っ

た
。
明
和
二
年
の
紅
花
問
屋
仲
間
解
散
ま
で
の
過
程
の
検
討
は
稿

を
改
め
た
い
。

〔
註
〕

（
１
）
沢
田
章
『
近
世
紅
花
問
屋
の
研
究
』
大
学
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
、

二
〇
頁
・
三
五
頁
。
河
北
町
誌
編
纂
委
員
会
『
最
上
紅
花
史
料
Ⅱ
』

二
五
七
頁
。

（
２
）
今
田
信
一
『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』
井
場
書
店
、
一
九
七
二
年
。

他
に
横
山
昭
男
「
最
上
紅
花
の
発
展
と
紅
花
商
人
」（
同
『
近
世

地
域
史
の
諸
相
』
下
、
中
央
書
院
、
一
九
九
五
年
所
収
）。
渡
辺

信
「
紅
花
を
中
心
と
す
る
商
品
作
物
の
流
通
形
態
─
と
く
に
上

方
と
の
取
引
に
つ
い
て
─
」（
横
山
昭
男
教
授
還
暦
記
念
会
『
山

形
地
域
史
の
研
究
』
文
献
出
版
、
一
九
九
〇
年
所
収
）
も
触
れ

て
い
る
。

（
３
）
山
形
大
学
附
属
博
物
館
受
託
會
田
家
文
書
典
拠
は
前
号
所
収
拙

稿
（
一
）
と
同
じ
く
特
に
断
ら
な
い
。
大
量
出
荷
の
有
力
荷
主

の
一
人
は
研
究
史
上
有
名
な
大
蕨
村
稲
村
家
な
ど
。

（
４
）
荷
印
「
土

印
」
の
「
土
」
を
『
山
形
市
史
資
料
』
七
六
号
は
「
十

一
」
屋
と
読
ん
で
い
る
。
当
該
文
書
だ
け
で
は
十
一
と
読
め
る
が
、

こ
の
荷
印
は
會
田
家
の
そ
の
他
多
数
の
文
書
に
頻
出
し
、
丁
寧

に
読
み
込
む
と
同
家
の
紅
花
取
引
仲
間
商
人
「
土
屋
源
兵
衛
」

の
「
土
」
で
、
會
田
家
当
主
の
書
癖
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
５
）
山
形
大
学
附
属
博
物
館
所
蔵
稲
村
家
文
書
寛
延
三
年
・
宝
暦
二

年
「
仕
切
」（
史
料
番
号
二
〇

－

二
、
七
七

－

三
六
）。
稲
村
家

の
寛
延
四
年
上
方
出
荷
紅
花
は
二
七
駄
で
あ
る
（
寛
延
四
年
「
万
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福
帳
」
九
三

－

八
）。
ち
な
み
に
岩
田
浩
太
郎
氏
は
近
江
屋
惣
左

衛
門
を
「
在
京
し
て
稲
村
家
の
紅
花
の
売
り
付
け
交
渉
と
代
金

回
収
を
担
当
し
て
い
た
」（「
紅
花
と
「
の
こ
ぎ
り
商
い
」
─
豪

農
の
商
業
文
書
─
」（『
古
文
書
通
信
』
六
二
号
二
頁
、
二
〇
〇

四
年
）
と
し
て
い
る
が
誤
り
で
あ
る
。

（
６
）
今
田
信
一
『
最
上
紅
花
史
の
研
究
』
井
場
書
店
、
一
九
七
二
年
、

三
二
〇
頁
。
四
二
五
～
四
二
六
頁
。

〈
付
記
〉

　

史
料
閲
覧
に
あ
た
っ
て
、
會
田
家
文
書
は
前
号
（
五
〇
号
）
と

同
じ
く
山
形
大
学
附
属
博
物
館
の
皆
様
に
、
槙
家
文
書
は
河
北
町

誌
編
さ
ん
係
の
宇
佐
美
貴
子
氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

－（8－


